（別紙３）
贈与等により取得した資産の取得事由について

令和　　　年　　　月　　　日

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印　


　私が譲渡した次の資産は，所得税法第60条第1項第1号に掲げる事由により取得した資産であることを申し述べます。


	土地等の所在地
	[bookmark: _GoBack]江差町




【所得税法抜粋】
(贈与等により取得した資産の取得費等)
第六十条　居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
一　贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
二　（省略）






（注）譲渡の年の1月1日において所有期間が5年以下のものの譲渡で，取得事由が相続又は遺贈である場合に記入すること。
